
令和８年度岩手県「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」募集要綱  

 

１ 趣旨 

  障がい者に対する県民の理解を深め、障がいの有無にかかわらず、共に生きる地域社会づくり

の促進に資するため、心のふれあいをテーマとした「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週

間のポスター」を広く県民から募集する。 

 

２ 主催  

岩手県 

   

３ 後援 

  岩手県市長会、岩手県町村会、岩手県教育委員会、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会、 

社会福祉法人岩手県身体障害者福祉協会、一般社団法人岩手県手をつなぐ育成会、特定非営利

活動法人岩手県精神保健福祉連合会、日本経済新聞社盛岡支局、朝日新聞盛岡総局、毎日新聞

盛岡支局、読売新聞盛岡支局、産經新聞盛岡支局、河北新報社盛岡支局、時事通信社盛岡支局、

岩手日日新聞社、共同通信社盛岡支局、ＮＨＫ盛岡放送局、ＩＢＣ岩手放送、テレビ岩手、岩

手めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、エフエム岩手（順不同） 

 

４ 応募資格及び募集内容 

（１） 心の輪を広げる体験作文の募集について：別紙 1 のとおり 

（２） 障害者週間のポスター募集について（小・中学生のみ対象）：別紙２のとおり 

 

５ 応募方法 

（１） 応募用紙（別紙３及び４）に必要事項を記入し、提出すること。 

※応募用紙は岩手県公式 HP より印刷が可能。 

トップページから、「くらし・環境」⇒「福祉」⇒「障がい福祉」⇒「障がい福祉に関す

るお知らせ」の順に進み、「令和８年度岩手県「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者

週間のポスター」の募集」をクリックし、ダウンロードすること。 

（２） 提出先  岩手県保健福祉部障がい保健福祉課 障がい福祉担当 大平 瑞希 

住所：〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1   電話：019-629-5448（内線 5449） 

 

６ 募集期間  

令和８年７月１日（水）～令和８年８月３１日（月）（必着） 

 

７ 審査及び表彰 

（１） 審査について  岩手県保健福祉部長が委嘱する審査員により行うものとする。 

（２） 表彰について  次のとおり、賞を授与する。 

最優秀賞１点程度・・・賞状及び副賞 

優秀賞 １点程度・・・賞状及び副賞   

佳作  ５点程度・・・賞状及び副賞 

   ※なお、応募者全員に参加賞を贈呈する。 

（３） 入賞作品の通知等 

①  入賞者については、10 月上旬に、本人及び学校長等に通知する。 

②  最優秀賞作品は、内閣府及び各都道府県・指定都市の共催で実施される「心の輪を広げる

障害者理解促進事業」に推薦する。 

（４） 応募作品の取り扱い 

① 応募作品の著作権は、主催者側に属する。 

② 応募作品は、原則返却しない。返却を希望する場合はあらかじめ申し出ること。 

 

 

 



別紙１ 

心の輪を広げる体験作文の募集について 

 

１ 募集テーマ 

  出会い､ふれあい､心の輪 －障害のある人とない人との心のふれあい体験を広げよう－ 

 

２ 応募資格 

  小学生（特別支援学校の小学部の児童を含む。）以上 

 

３ 募集内容 

（１） 作文の題及び内容 

作文の題は自由とし、１行目に題名を、２行目に学校名・学年（一般応募者は除く。）及び氏

名を必ず記載すること。内容は障がいのある人とない人との心のふれあいの体験をつづったも

のとする。なお、応募作品は、未発表のもの１編に限る。 

（２） 募集の区分 

募集は、小学生部門、中学生部門、高校生部門及び一般部門の４部門に区分して行う。 

（３） 制限字数等 

小学生部門及び中学生部門・・・800 ～1,600 字程度（400 字詰め原稿用紙２～４枚程度）

とする。 

高校生部門及び一般部門・・・1,600 ～2,400 字程度（400 字詰め原稿用紙４～６枚程度）

とする。 

 ※ 用紙は、原則として横向き・縦書き（400 字詰め原稿用紙など）、大きさはＢ４判又はＡ

４判とする。パソコン等の電子機器による作成も可とする。この場合、用紙は上記に準じるも

のとする。 

（４） 応募者に関する参考資料 

別紙３に定める応募用紙を添付すること。 

 

４ 表彰等 

募集要綱に基づき、各部門ごとに賞を授与するとともに、最優秀賞受賞作品を内閣府及び各都

道府県・指定都市の共催で実施される「令和８年度心の輪を広げる障害者理解促進事業（心の輪

を広げる体験作文集）」に推薦する。 

 

 



 

別紙２ 

障害者週間のポスター募集について 

 

１ 募集テーマ 

  障がいの有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社会の実現 

 

２ 応募資格 

  小学生及び中学生（特別支援学校の小学部、中学部の児童生徒を含む。） 

 

３ 募集内容 

  障がい者に対する理解の促進に資し、障がいのある人とない人の間の相互理解を促進する内容

であるものとする。 

（１） 留意事項 

① 造形的表現で訴えるものとし、標語その他の文字を入れないこと。 

② 応募作品は未発表のもの１点に限る。 

（２） 募集の区分 

募集は、小学校部門、中学校部門の２部門に区分して行う。 

（３） 規格、画材等 

規格は、画用紙Ｂ３版（横 364mm×縦 515mm）、またはいわゆる四つ切り（横 382mm×縦 542mm）

を使用し、これに満たない作品は、Ｂ３版の台紙に貼付する。 

   彩色および画材は、自由とする。なお、作品は縦向き（縦長）のみとする。 

（４） 応募者に関する参考資料 

別紙４に定める応募用紙を添付すること。 

 

４ 表彰等 

募集要綱に基づき、各部門ごとに賞を授与するとともに、最優秀賞受賞作品を内閣府並び 

各都道府県・指定都市の共催で実施される「令和８年度心の輪を広げる障害者理解促進事業（障

害者週間のポスター募集）」に推薦する。 

 

 


